
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
 
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
、
同
条
第
二
項
中
 
「
卸
売
一
般
販
売
業
」
 
と
あ
 
 

る
の
は
 
「
専
ら
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
 
 

若
し
く
は
販
売
業
者
又
は
病
院
、
．
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
 
 

設
の
開
設
者
に
対
し
て
の
み
、
業
と
し
て
、
医
薬
品
を
販
売
し
又
は
授
 
 

与
す
る
一
般
販
売
業
」
 
と
、
同
条
第
三
項
中
 
「
卸
売
一
般
販
売
業
」
 
と
 
 

あ
る
の
は
 
「
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
一
般
販
売
業
 
（
以
下
 
 

「
卸
売
一
般
販
売
業
」
 
と
い
う
。
）
 
」
 
と
、
第
二
十
七
条
中
 
「
準
用
す
 
 

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
中
 
「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
 
 

あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
 
（
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
 
 

売
一
般
販
売
業
以
外
の
一
般
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店
舗
の
所
在
 
 

地
が
同
項
に
規
定
す
る
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
 
 

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
 
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
 
 

す
る
。
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
準
用
す
る
。
」
 
と
、
第
三
十
五
条
中
 
「
都
道
 
 

府
県
知
事
 
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
 
 

域
に
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
 
 

。
）
 
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
、
第
三
十
八
条
中
 
「
準
用
 
 

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
中
 
「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
あ
る
 
 

の
は
、
「
都
道
府
県
知
事
 
（
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
一
 
 

般
販
売
業
以
外
の
一
般
販
売
業
又
は
特
例
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
 
 

店
舗
の
所
在
地
が
同
項
に
規
定
す
る
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
 
 

区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
 
」
 
と
読
み
替
 
 

え
る
も
の
と
す
る
。
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
準
用
す
る
。
」
 
と
、
第
四
十
九
 
 

条
の
見
出
し
中
 
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
要
指
示
医
薬
品
 
 

」
 
と
、
同
条
第
一
項
及
び
第
l
一
項
中
 
「
処
方
せ
ん
の
交
付
」
 
と
あ
る
の
 
 

は
 
「
処
方
せ
ん
の
交
付
又
は
指
示
」
 
と
、
第
五
十
条
第
九
号
中
 
「
医
師
 
 

専
ら
薬
局
開
設
者
、
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
者
、
製
造
業
者
若
し
く
は
 
 

販
売
業
者
又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
開
設
 
 

者
に
対
し
て
の
み
、
業
と
し
て
、
医
薬
品
を
販
売
し
又
は
授
与
す
る
一
 
 

般
販
売
業
」
 
と
、
同
条
第
三
項
中
 
「
卸
売
一
般
販
売
業
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

「
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
一
般
販
売
業
 
（
以
下
 
「
卸
売
一
 
 

般
販
売
業
」
 
と
い
う
。
）
 
」
 
と
、
第
二
十
七
条
中
 
「
準
用
す
る
。
こ
の
 
 

場
合
に
お
い
て
、
第
七
条
第
三
項
中
 
「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

、
「
都
道
府
県
知
事
 
（
第
l
一
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
l
般
販
 
 

売
業
以
外
の
一
般
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
同
項
 
 

に
規
定
す
る
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
 
 

に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
 
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
」
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
準
用
す
る
。
」
 
と
、
第
三
十
五
条
中
 
「
都
道
府
県
知
事
 
 

（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
 
 

場
合
に
あ
つ
て
は
、
市
長
又
は
区
長
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
」
 
と
 
 

あ
る
の
は
 
「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
、
第
三
十
八
条
中
 
「
準
用
す
る
。
こ
 
 

の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
中
 
「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
 
 

都
道
府
県
知
事
 
（
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
t
般
販
売
業
 
 

以
外
の
一
般
販
売
業
又
は
特
例
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店
舗
の
所
 
 

在
地
が
同
項
に
規
定
す
る
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
 
 

に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
 
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
 
 

と
す
る
。
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
準
用
す
る
。
」
 
と
、
第
四
十
九
条
の
見
出
 
 

し
中
 
「
処
方
せ
ん
医
薬
品
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
要
指
示
医
薬
品
」
 
と
、
同
 
 

条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
 
「
処
方
せ
ん
の
交
付
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
処
方
 
 

ゼ
㌻
∧
♂
J
タ
木
∵
ノ
ト
ニ
舛
貢
」
 
と
、
第
五
十
条
第
九
号
中
 
「
医
師
等
の
処
方
 
 
▲
・
 
ノ
 
）
一
ト
、
⊥
－
J
一
／
、
ト
⊥
（
ユ
ヨ
二
ヽ
－
 
 

せ
ん
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
獣
医
師
等
の
処
方
せ
ん
・
指
示
」
 
と
、
第
六
十
 
 

九
条
第
二
項
中
 
「
都
道
府
県
知
事
 
（
卸
売
一
般
販
売
業
以
外
の
一
般
販
 
 
 



第
八
十
四
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
 
 
 

懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
 
 
 

る
。
 
 

一
～
十
九
 
 
（
略
）
 
 

第
八
十
三
条
の
九
 
第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
て
、
業
と
し
て
 
 

十
六
条
の
三
第
一
項
中
 
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
 
 
 

の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
 
 
 

と
、
「
、
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
 
と
あ
る
 
 
 

の
は
 
「
又
は
都
道
府
県
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

下
の
懲
役
若
し
く
は
五
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
 
 

し
く
は
授
与
の
目
的
で
貯
蔵
し
、
若
し
く
は
陳
列
し
た
者
は
、
五
年
以
 
 

等
の
処
方
せ
ん
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
敵
医
師
等
の
処
方
せ
ん
・
指
示
」
 
と
 
 

、
第
六
十
九
条
第
二
項
中
 
「
都
道
府
県
知
事
 
（
卸
売
一
般
販
売
業
以
外
 
 

の
一
般
販
売
業
又
は
特
例
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
 
 

が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
 
 

は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
 
 

七
十
二
条
の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
 
 

一
項
、
第
七
十
六
条
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
」
 
と
 
 

あ
る
の
は
 
「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
、
第
六
十
九
条
第
三
項
及
び
第
七
十
 
 

条
第
二
項
中
 
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
 
 

は
特
別
区
の
区
長
」
と
あ
る
の
は
 
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
習
 
 

指
定
薬
物
を
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
 
 第

八
十
四
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
年
以
下
の
 
 
 

懲
役
若
し
く
は
三
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
 
 
 

る
。
 
 

一
～
十
九
 
 
（
略
）
 
 

る
市
又
は
特
別
区
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
都
道
府
県
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
 
 
 

と
す
る
。
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

道
府
県
」
 
と
、
第
八
十
一
条
の
三
中
 
「
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
 
 

の
区
長
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
 
と
、
第
七
十
七
条
第
 
 

．
 コ

唄
 

別
区
の
区
長
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
 
と
、
「
、
都
道
 
 

府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
又
は
都
 
 

売
業
又
は
特
例
販
売
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
店
舗
の
所
在
地
が
保
健
所
 
 

を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
 
 

又
は
区
長
。
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
二
条
第
四
項
、
第
七
十
二
条
 
 

の
二
、
第
七
十
二
条
の
四
、
第
七
十
三
条
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
 
 

七
十
六
条
及
び
第
八
十
一
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
」
 
と
あ
る
の
は
 
 

「
都
道
府
県
知
事
」
 
と
、
第
六
十
九
条
第
三
項
及
び
第
七
十
条
第
二
項
 
 

中
 
「
、
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
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第
八
十
七
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
 
 
 

下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

一
～
八
 
 
（
略
）
 
 

第
八
十
六
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
 
 

第
八
十
五
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
 
 
 

懲
役
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
 
 
 

る
。
 
 

一
～
六
 
 
（
略
）
 
 

十
九
 
第
七
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

0  

懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
 
 
 

九
 
第
六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
 
 

七
 
第
七
十
六
条
の
五
の
規
定
に
違
反
し
た
者
 
 

二
十
 
第
七
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
 
 

二
十
二
 
 
（
略
）
 
 

二
十
一
 
第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
者
 
（
前
条
に
該
当
す
 
 

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
 
 

し
、
第
六
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
十
六
条
 
 

る
者
を
除
く
。
）
 
 

六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
そ
の
他
の
処
分
を
拒
み
、
妨
 
 

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
 
 

～
十
八
 
 
（
略
）
 
 

に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、
又
は
第
七
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
七
十
 
 

年
以
下
の
 
 第
八
十
六
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
 
 
 

〇   
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
 
 

一
～
十
八
 
 
（
略
）
 
 

二
十
一
 
（
略
）
 
 
 

第
八
十
五
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
 
 
 

懲
役
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
 
 
 

る
。
 
 

一
～
六
 
 
（
略
）
 
 

第
八
十
七
条
 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
 
 
 

下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 
 

一
～
八
 
 
（
略
）
 
 

九
 
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
 
 
 

二
十
 
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
、
又
は
同
条
 
 

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
そ
の
他
の
処
分
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
 
 

く
は
忌
避
し
た
者
 
 

項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
 
 

報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
同
条
第
一
項
、
第
二
 
 

（
略
）
 
 

（
第
六
十
九
条
の
二
 
 
 



第
九
十
条
 
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
 
 
 

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
次
の
各
 
 
 

号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
 
 
 

か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
 
 
 

対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
 
 
 

十
一
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
 
 

十
二
 
 
（
略
）
 
 

係
る
部
分
を
除
く
。
）
 
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
 
 

下
の
罰
金
刑
 
 

二
 
第
八
十
四
条
 
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
、
第
十
 
 

七
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
 
（
第
六
十
九
条
の
二
第
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
 
に
対
し
て
、
正
 
 

当
な
理
由
な
し
に
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
 
 

十
 
 
（
略
）
 
 

十
号
 
（
第
七
十
条
第
一
 
 

第
八
十
三
条
の
九
又
は
第
八
十
四
条
 
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
 
 

号
、
第
十
∵
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
か
ら
第
二
 
 

の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
 
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
 
 

の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
 
若
し
く
は
第
六
十
九
 
 

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
収
去
 
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
 
 

に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
 
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
 
 

忌
避
し
、
又
は
第
六
十
九
条
第
一
 
 

ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
 
 

項
及
び
第
七
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
 
 
 

四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
 
（
第
七
十
条
第
二
 
 

一
項
及
び
第
七
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
 
 

項
か
ら
第
三
項
ま
で
若
し
く
は
第
 
 

第
八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
第
 
 

号
、
第
十
 
 

億
円
以
 
 

第
九
十
条
 
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
 
 
 

そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
次
の
各
 
 
 

号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
 
 
 

か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
 
 
 

対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
 
 
 

十
一
 
（
略
）
 
 

十
 
 
（
略
）
 
 

二
 
第
八
＋
四
条
 
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
 
 

四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
 
（
第
七
十
条
第
二
 
 

項
の
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
 
ま
で
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
 
 

、
第
八
十
五
条
、
第
八
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
六
条
の
三
第
一
項
 
 

第
八
十
四
条
 
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
 
 

四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
号
 
（
第
七
十
条
第
二
 
 

項
の
規
定
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
 
ま
で
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
 
 

一
億
円
以
下
の
罰
金
刑
 
 

し
く
は
忌
避
し
、
又
は
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
 
 

ヨ
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
 
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
 
 

り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
 
に
対
し
て
、
正
当
な
理
由
な
し
に
 
 

答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
 
 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
 
若
し
く
は
第
 
 

六
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
収
去
 
（
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
 
 

の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
も
の
を
含
む
。
）
 
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
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厚
生
労
働
大
臣
 
柳
澤
 
伯
夫
 
 

薬
事
法
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
 
 

省
令
 
 

（
指
定
薬
物
）
 
 
 

第
一
条
 
薬
事
法
 
（
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
指
定
薬
物
に
指
定
す
 
 

る
。
 
 

に
定
め
る
。
 
 

月
 
 

平
成
十
九
年
 
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
 
 
 

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
四
項
及
び
第
七
十
六
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
 
 
 

二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
 
 

一
 
亜
硝
酸
イ
ソ
プ
チ
ル
 
 
 

二
 
亜
硝
酸
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
 
 
 

日
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九  七  十 十 十 十  八  五  十 十  
五  四  

亜
硝
酸
イ
ソ
ペ
ン
チ
ル
 
 
 

亜
硝
酸
三
級
プ
チ
ル
 
 
 

亜
硝
酸
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
 
 
 

亜
硝
酸
プ
チ
ル
 
 
 

四
－
ア
セ
ト
キ
シ
ー
N
・
N
l
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
ブ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

N
－
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ー
N
」
メ
チ
ル
ト
リ
ブ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

N
－
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ー
五
－
メ
ト
キ
シ
ー
N
l
メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

二
－
（
四
－
エ
チ
ル
ー
二
・
五
－
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 

二
－
（
四
1
エ
チ
ル
ス
ル
フ
ァ
ニ
ル
ー
二
・
五
－
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 

二
－
 
（
四
－
ク
ロ
ロ
ー
二
・
五
－
ジ
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 

サ
ル
ピ
ノ
リ
ン
A
 
 

N
・
N
－
ジ
ア
リ
ル
ー
五
－
メ
ト
キ
シ
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 

N
・
N
－
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
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二
十
八
 
 

二
十
七
 
 
 

二
十
三
 
 
 

二
十
四
 
 
 

二
十
五
 
 
 

二
十
六
 
 

十
九
 
 
 

二
十
 
 
 

二
十
一
 
 
 

二
十
二
 
 

十
六
 
N
・
N
－
ジ
エ
チ
ル
ー
五
－
メ
ト
キ
シ
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

十
七
 
N
・
N
－
ジ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
ブ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

十
八
 
二
－
（
二
・
五
－
ジ
メ
ト
キ
シ
ー
四
－
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ス
ル
フ
ァ
ニ
ル
フ
エ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 

一
－
（
二
・
四
・
六
－
ト
リ
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン
ー
ニ
ー
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

四
－
ヒ
ド
ロ
キ
シ
ー
N
・
N
－
ジ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
ブ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

一
－
（
四
1
フ
ル
オ
ロ
フ
エ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン
ー
二
－
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

一
－
ベ
ン
ジ
ル
ー
四
－
メ
チ
ル
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 

N
－
メ
チ
ル
ー
四
－
（
三
・
四
－
メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
ブ
タ
ン
ー
ニ
ー
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

一
－
（
三
・
四
－
メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
ブ
タ
ン
ー
ニ
ー
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

一
－
（
五
－
メ
ト
キ
シ
ー
一
H
－
イ
ン
ド
ー
ル
ー
三
－
イ
ル
）
プ
ロ
パ
ン
ー
二
I
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 

五
I
メ
ト
キ
シ
ー
N
・
N
－
ジ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
ブ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 

五
－
メ
ト
キ
シ
ー
N
・
N
－
ジ
メ
チ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

一
－
 
（
四
－
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
 
ピ
ペ
ラ
ジ
ン
及
び
そ
の
塩
類
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二
十
九
一
1
（
四
－
メ
ト
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
－
N
－
メ
チ
ル
プ
ロ
パ
ン
ー
二
－
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

三
十
一
1
（
二
－
メ
ト
キ
シ
ー
四
・
五
－
メ
チ
レ
ン
ジ
オ
キ
シ
フ
エ
ニ
ル
）
プ
ロ
パ
ン
ー
二
－
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

三
十
一
二
－
（
四
－
ヨ
ー
ド
ー
二
・
五
1
ジ
メ
ト
音
シ
フ
エ
ニ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
 
 
 

三
十
二
 
前
各
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
を
含
有
す
る
物
。
た
だ
し
、
サ
ル
ビ
ア
 
デ
ィ
ビ
ノ
ラ
ム
 
（
直
ち
に
人
の
身
体
 
 
 

に
使
用
可
能
な
形
状
の
も
の
に
限
る
。
）
 
以
外
の
植
物
を
除
く
。
 
 

（
医
療
等
の
用
途
）
 
 

第
二
条
 
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
途
と
す
る
。
 
 
 

一
次
に
掲
げ
る
者
に
お
け
る
学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
用
途
 
 

イ
 
国
の
機
関
 
 

口
 
地
方
公
共
団
体
及
び
そ
の
機
関
 
 
 

ハ
 
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
立
大
 
 

学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
 
 
 

二
 
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
及
び
地
方
独
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立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
 
 

二
．
法
第
六
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
試
験
の
用
途
 
 
 

三
 
法
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
検
査
の
用
途
 
 
 

四
 
犯
罪
鑑
識
の
用
途
 
 
 

五
 
前
各
号
に
掲
げ
る
用
途
の
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
用
途
 
 

亜  亜   亜  亜  亜   
硝  硝   

酸   
硝  硝  硝   

酸  酸  酸  酸   

シ  イ   イ  イ   
ク   級   ソ   ソ   ソ   

ロ   ブ  0 へ  プ  ブ   

へ  チ   ン  ロ   チ   

キ  ル   チ   ピ  四   
シ  及   ル  ／レ  及   
ル  び   及  及  び   
及  、－ ＼．．．．．．．＿   び  び  、、，・・ ＼．＿．   
び  れ   

、7－   、っ－－   

れ  

、フー 」   を   れ  れ  を   

＼＿＿．  ＼＿＿＿．  

れ  含   を  を  A 己   

を  有   

含  す   

有  

有  る   

A  A      己  己  

有  有  す  
す  す  る   

す  物   る   る  物   

る  物  物  
物  

フt  フt  フt  フt   

素  素   た  の   素  素  
又  又  元 医 二 疾  又  又   

は  は  素 薬 の 病  は  は   

化  化  又 品 規 の  化  化   
．∠ゝ  は を 定 治  合  合   

口  合           物  物  化 使 に 療  物  物   

に  に  合  用   よ  の  に  に   

化  化  物 す る 用  化  化   

学  学  に る 承 途  学  学   
反  反  化．場 認  反  反   

応  応  学 合  を 法  応  応   
（  

を  を  反 に 受 第  を  を   

起  起  応 限 け 十  起  起   
、ナー  、＞－  

を る   て 四   、っ■－ ヽ．＿＿   
、■＞一  

＼ヽ－－＿  

＼．＿  

さ  起   0 製 条   さ   ＼．．．．．．＿   

せ  せ  こ  
）  

造 又  せ  せ   

る   る   さ  販 は  る   る   

用  用  せ  売 第  用  用   
途  途  る  を十  

用  さ九  

途  れ条   



六
 
前
各
号
に
掲
げ
る
用
途
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
が
人
の
身
体
に
対
す
る
危
害
の
発
生
を
伴
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
 
 
 

た
用
途
 
 

附
 
則
 
 
 

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
 
 
 

の  一   亜  

塩  l   硝  

類 （   
酸  

ブ  

び  l   チ  

こ   メ   ／レ  

れ  及  

ら   び   

を  シ  ゝ－ ＼．．＿   

含 フ  れ   

有  エ  を   

す ニ  含  る  ル  有   
物  

）   

す   

ピ  る  
0 へ  物  

フ   
ジ   

ン   
ヽ   

そ  

刀二  フt   

素  素   

又  又   

は  は   

化  化   
A  A   

物  物   

口  口  

に  に   

化  化   

学  学   

反  反   

応  応   

を  を   

起  起   
、ナー   ’ナ■   
＼＿＿．＿  ヽ．＿   

さ  

せ   

る   る  

用  

途   



薬
事
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文
 
 

○
薬
事
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 
 



第
二
百
四
十
九
条
の
三
 
法
第
七
十
六
条
の
六
第
一
項
の
検
査
の
申
請
は
、
次
 
 

第
二
百
四
十
九
条
の
四
 
法
第
七
十
六
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
 
 

第
二
百
四
十
九
条
の
五
 
 

2
 
前
項
の
申
請
書
に
は
、
前
条
第
一
項
の
検
査
命
令
書
の
写
し
を
添
え
な
け
 
 

3
 
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
都
道
府
県
知
事
又
は
厚
生
労
働
大
臣
若
し
く
は
 
 

行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

検
査
命
令
書
に
記
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
い
、
試
験
晶
を
採
取
し
、
検
査
を
 
 
 

都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
者
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

と
す
る
。
 
 

三
 
製
造
等
を
禁
止
す
る
理
由
 
 
 

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
 
 
 

l
一
物
晶
の
名
称
及
び
形
状
 
 

二
 
製
造
等
を
禁
止
す
る
物
品
の
名
称
及
び
形
状
 
 

一
 
申
請
者
の
氏
名
及
び
住
所
 
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
、
主
た
る
 
 

一
 
製
造
し
、
輸
入
し
、
販
売
し
、
授
与
し
、
又
は
販
売
若
し
く
は
授
与
の
 
 

（
検
査
中
の
製
造
等
の
禁
止
）
 
 

（
検
査
の
申
請
）
 
 

）
 
を
禁
止
さ
れ
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
 
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
 
 

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
禁
止
命
令
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 
 

目
的
で
陳
列
す
る
こ
と
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
「
製
造
等
」
 
と
い
う
。
 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 
 

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
十
 
 
 





様式第百三（第二百四十六条関係）  

第1面  

－117－   



第2面  

薬事法（唱和35年法律第14S号）抜すい   

（立入検査等）  

第69粂 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療職辞の製造販売業者、製造業者、窮l′】粂の‖第1項の登録   

を受けた者、医療機器の修理業音叉は荊18粂第3項、第68粂の9第6項若しくは第77粂の5第4項の委託を受けた者（以下この項において「製   

造販売業者等」という。）が、窮12粂の2、第13条第4項（同条第7頓において準用する場合を含む．）、窮14粂第2項、窮9項若しくは第】0項、   

第14粂の3第2項、弟】4粂の9、第＝粂の13、第15粂第1項、第17粂（第40粂の3において準用する場合を含む．・）、第18粂窮l項若しくは第2   

項（窮40粂の3において準用する場合を含む。）、第19粂（第40粂の3において準用する場合を含む。）、第22粂、第23粂（第dO粂の3において準用   

する場合を含む。）、第40粂の2第4項（同条第6頓において準用する場合を含む。）、第購粂第l項若しくは節4項、第58粂、第68粂の2、第68   

粂の8第l項、第68粂の9第1項若しくは第6項から第8項まで、第77粂の3第1項、第2項若しくは第4項、弟77粂の4、第77粂の4の2第  

1項、第77粂の4の3、窮77粂の5第l項若しくは第4項から第6填まで若しくは弟80条第l項の規定又は第71粂、第72粂第l項から罰3項ま   

で、第72粂の3、第丁3粂若しくは第75粂第l頓に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるた捌こ必要があると認めるときは、当言真製造腋   

売薬者等に対して、厚生労㈲省令で定めるところにより必要な報告をさせ．又は当路吼計こ、工場、乎務所その他当該製造販売業者等が医薬品、   

医薬部外品、化粧品若しくは医療機器を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳締苔頬その他の物件を検査させ、若しくは従   

業員その他の閑儒者に質問させることができる。  

2 都道僧県知事（卸売一般販売箕以外の一般販売業又は特例販売逢にあっては、その店舗の所在地が保腱所を設笹する市又は特別区の区域にあ   

る場合においては、市長又は区長。第70粂第1項、第72粂第4項、第72粂の2から第73粂まで、窮75粂窮1項、窮76粂及び第8Ⅰ粂の2において   

同じ。）は、薬局開設者、医薬品の販売業者又は第39粂第1項若しくは窮3g粂の3第l項の医療機器の販売業古着しくは篤貸業者（以下この項   

において「販売業者等」という．）が、第5粂（第26条窮2項において準用する場合を含む．）、第7条（第27粂において準用する取合を含む。）、   

第8粂（第27粂及び第40粂第1項において準用する場合を含む。）、第9粂（窮27粂及び第40粂窮1項から窮3項までにおいて準用する場合を含   

む。）、第10粂（窮38粂i宣びに窮40粂第1項及び第2頓において準用する場合を含む。）、荊11粂（第38粂及び第40粂第1頓において準用する場合   

を含む。）、第26粂第3項、窮28粂第3項、第29粂、第30粂第2項第l号、窮3】粂から第34集まで、第36粂、第37粂，第39粂第3項、第39粂の   

2、第39粂の3第2項、第45粂、第46粂第l項若しくIi笥4項、第49粂、第68粂の9第2項、第5項若しくは第8項、第77粂の3、第77粂の4   

窮2項、第77粂の4の2箭2頓着しくは窮77粂の5第3項、第5項若しくは第6項の規定又は窮72粂第4項、第72粂の2、第72粂の3、第73粂、   

第74粂若しくは第75粂窮1項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると謎めるときは、当き亥販売業者琴に対して、悍  
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第3面   

呈労働省令で定めるところに上り必要な報告をさせ．又は当採廟員に、薬局、店鋪、事務所その他当揉販売業者等が医薬品又は医療機兼を業扶上  

．貌り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。  

3 厚生労働大臣、都道府県知耶、操練所を設直する市の市長又Ii特別区の区長I士、前2頓に定めるもののほか必要があると醒めるときは、薬局聞   

及者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療職器の製遁販売業者、製造業者若しくは販売   

隠者、弟1一条のIl第1項の登録を受けた着、医療職器の賃貸業者若しくは修理業者その他医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療職器を藁輯上   

取り壊う音叉は第】8粂第3項、第68粂の9第6項若しくは第77条の5第4項の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要   

な報告をさせ、又は当辞職夙に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施政、工場、店蘭、耶扶所その他医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療   

機器を業扶上取り扱う場所に立ち入り．その榊遭設備若しくは帳簿苔類その他の物件を検査させ、従業月その他の関係者に質問させ、若しくは第   

rO粂第1項に規定する物には当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分正に限り、収去させることができる。  

4 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、登録琵柾機関に対して、基準適合性拉証の業務又は経理の状況に関し、報告をさせ、又は当嫉職   

則こ、登録課紅機関の耶按所に立ち入り、悼辞苔頸その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。  

5 当揉職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を状箱し、関係人の拍求があったときは、こ   

れを提示しなければならない．  

6 第1項から荊4項までの権限は、犯罪捜査のために好められたものと解釈してはならない．   

（廃業等）  

窮70条 件生労働大臣又は都道府県知乎は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療職器を業棟上取り扱う者に対して、第43集第l項の規定に違反し   

て貯緩され、若しくは陳列されている医薬品、同項の規定に違反して販売され、若Lくは授与された医薬品、何条第2項の競走に違反して貯躇さ   

れ、若しくは陳列されている医療機器、同項の規定に違反して雁売され、賃貸され、若しくは授与された医療職臥弟44粂第3項、第55粂（芥60   

粂、窮62粂、第64粂及び第68粂の5において準用する場合を含む．）、第56粂（第60粂及び窮62粂において準用する場合を含む．）、第57粂第2項（第   

60粂及び窮62粂において準用する場合を含む。）、第65粂若しくは第相集の6に規定する医薬品、医薬師外品、化粧品若しくは医療織渚、窮23粂   

の4の規定により製造販売の路証を取り消された医薬品若しくは医療機器、第74粂の2第1項若しくは第3項第2号（第75集の2第2項において   

準用する場合を含む。）、第4号若しくは弟5号（第75粂の2第2頓において準用する場合を含む。）の規定により製造販売の承諾を取り消された医   

薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療職婚、第75奥の3の規定により第14粂の3第1項（第20粂第1頓において準用する場合を含む。）の規定に   

よる製造版先の承認を取り消された医薬品若しくは医療繊躁又は不良な原料若しくは材料について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を  
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第4面   

防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができる．  

2 厚生労働大臣、都道府県知軋保健所を設証する市の市長又は特別区の区長は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、   

又は緊急の必要があるときは、当路吼訃二、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。  

3  当点亥碑貝が前項の規定による処分をする場合には、第69粂第5項の規定を準用する。  

（指定薬物の廃棄等）  

荊76粂の7 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第76粂の4の規定に違反して貯蔵され、若しくは陳列されている指定薬物又は同条の規7引こ違反し   

て製造され、輸入され．販売され、若しくは授与された指定英和こついて、当該指定薬物を取り扱う者に対して、麻薬、回収その他公衆衛生上の   

危険の発生を防止するに足りろ措置を採るぺきことを命ずることができる。  

2 厚生労肋大臣又は都道府県知布は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わない場合であって、公衆衛生上の危険の発生を防止する   

ため必要があると認めるときは、当綾職眉に、同項に規定する物を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる。  

3 当点亥臓艮が前項の規定による処分をする場合には、第69粂第5項の規定を準用する。   

（指定薬物の立入検査等）  

箭76粂の8 丁字生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物又はその疑いがある物品を発見した場合において、前2灸の規定の施行に必要な限度で．   

厚生労働省令で定めるところにより、これらの物を貯蔵し、若しくは陳列している者又は製造し、輸入し、版元し、授与し、貯厳し、若しくは陳   

列した者に対して、必要な報告をさせ、又は当弦瞞眉に、これらの者の店捕その他必要な場所に立ち入り、帳箱お類その他の物件を検査させ、若   

しくは関係者に質問させることができる。  

2 前項の規定による立入検査及び質問については第69粂前5項の規定を、前項の規定による権限については同条第6項の峻定を準用する。  

（緊急時における厚生労働大臣の事務執行）  

窮81粂の2 窮69粂那2項及び第72粂第4項の規定により都道府県知事の権限に属するものときれている事跡ユ、保鰊衛生上の危害の発生又は拡大   

を防止するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、原生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合において   

は、この位律の規定中部道府県知事に関する規定（当言質事跡こ係るものに限る。）は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用がある   

ものとする。  

2 （略）  
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